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はじめに 

 

・三浦市長からのあいさつ文を記載予定です 
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第１章 三浦市地球温暖化対策実行計画策定の背景・意義 

１. 地球温暖化対策を巡る動向 

（１） 地球温暖化（気候変動）の影響 

温室効果ガスは、太陽の光を反射する地表からの熱を吸収して大気を暖める働きがありま

す。温室効果ガスがなければ、地球の平均気温はマイナス 19℃くらいになると言われていま

す。しかし、人間の活動によって温室効果ガスが増えすぎると、熱の吸収が過剰になり、地

球の気温が上昇してしまいます。これが地球温暖化と呼ばれる現象です。 

今後、温室効果ガス濃度がさらに上昇し続けると、気温はさらに上昇すると予測されてお

り、今世紀末までに 3.3～5.7℃の上昇と予測されています。 

  
（出典：全国地球温暖化防止活動推進センター） 

 
（出典：環境省「COOLCHOICE」） 

図 １-1 地球温暖化のメカニズムや気候変動による将来の主要なリスクや様々な影響  

極端な気温 平均降水量の変化
極端な降水

海面上昇 海の酸性化破壊的な台風、
発達した低気圧

乾燥傾向
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（２） 地球温暖化防止に向けた国内外の動向 

① 持続可能な開発目標（SDGs） 

2015（平成 27）年の国連サミットで、世界が共に目指すべき持続可能な開発の目標が示さ

れました。これを SDGsと呼び、Sustainable Development Goalsの頭文字をとったもので、

17個の目標と 169個のターゲットがあります。この目標は、「誰も置き去りにしない」多様で

包摂的な社会を作ることを目指しており、すべての国が参加する普遍的なものです。地球温

暖化に関する目標もあり、「7．クリーンなエネルギーを皆に提供する」や「13．気候変動への

対策を講じる」などがあります。 

 

（出典：国際連合広報センター） 

図 １-2 SDGsにおける 17の目標 

 

② パリ協定 

2015（平成 27）年に開催された国連気候変動枠組条約第 21回締約国会議（COP21）におい

て、「パリ協定」が採択されました。パリ協定においては、産業革命以降の世界の平均気温上

昇を 2℃よりも十分下方に抑え、さらに 1.5℃に抑える努力の追求をしていくこと、この目的

を達成するために、今世紀後半の温室効果ガスの人為的な排出と吸収を均衡（世界全体での

カーボンニュートラル）させることなどが、世界的な目標として設定されました。 
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③ 各国の温室効果ガス削減目標 

パリ協定の締約国数は 190以上にも上りますが、これらの締約国は中長期的な目標を立て、

5年毎に目標を更新・提出することが求められています。 

2021（令和 3）年はこの 5年毎の見直しのタイミングであったため、1.5℃目標達成に向け

多くの国が自国の排出削減目標を引き上げました。 

主要各国・地域の最新の排出削減目標は以下の通りです。 

 

 

（出典：全国地球温暖化防止活動推進センター） 

図 １-3 各国の削減目標  
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④ 脱炭素社会に向けた日本の方針 

我が国では、菅前首相による所信表明（2020（令和 2）年 10月）及び米国主催「気候サミ

ット」（2021（令和 3）年 4 月）において、「2050（令和 32）年カーボンニュートラルの長期

目標と、整合的で野心的な目標として、我が国が、2030（令和 12）年度において、温室効果

ガスの 2013（平成 25）年度からの 46％削減を目指すことを宣言するとともに、さらに、50％

の高みに向け、挑戦を続けていく」ことを表明しました。 

この新たな削減目標も踏まえて策定した「地球温暖化対策計画」では二酸化炭素以外も含

む温室効果ガスの全てを網羅し、新たな 2030（令和 12）年度目標の裏付けとなる対策・施策

を記載して新目標実現への道筋を描いています。 

 

 
（出典：環境省「脱炭素ポータル」） 

図 １-4 地球温暖化対策計画における 2030年（令和 12）度の温室効果ガス排出量の削減目標 

 

 
（出典：地域脱炭素ロードマップ 概要） 

図 １-5 国の脱炭素に向けた取組の見通し 
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⑤ 神奈川県における地球温暖化対策 

県では、国に先駆け 2019（令和元）年 11月に「2050年脱炭素社会の実現」を表明し、2050

（令和 32）年の二酸化炭素排出量実質ゼロの達成に向けた取り組みを進めています。 

また、「神奈川県地球温暖化対策推進条例」に基づき、県の地球温暖化対策に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るために「神奈川県地球温暖化対策計画」を策定しているほか、

様々な取り組みを推進しています。 

 

ア 神奈川県地球温暖化対策計画 

県では、2016（平成 28）年 10月に、計画期間を 2016（平成 28）年度から 2030（令和 12）

年度とする「神奈川県地球温暖化対策計画」を策定していましたが、国の新たな温室効果ガ

ス排出削減目標や「2050 年脱炭素社会の実現」の表明を踏まえ、2022（令和 4）年 3 月に削

減目標及び施策等の一部を改定しました。 

当該計画では、中期目標と長期目標などが下記のとおり見直されました。 

 

表 １-1 神奈川県地球温暖化対策計画の概要と見直しのポイント 

計画期間 2016（平成 28）年度～2030（令和 12）年度 

目標 

○中期目標：2030(令和 12)年度の温室効果ガスの総排出量を、2013(平成 25)

年度比で 46％削減することを目指す。 

○長期目標：2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロ（温室効果ガスの

排出量から吸収量を差し引き、全体としてゼロ）にする「脱炭素社会の実

現」（カーボンニュートラル）を目指す。 

重点的な取組 

１ 事業活動における対策 

２ 建築物の省エネルギー化 

３ 低炭素型のライフスタイルの促進 

４ 住宅の省エネルギー化 

５ 環境負荷の少ない自動車等の利用促進 

６ 再生可能エネルギー等の導入加速化 

７ 安定した分散型電源の導入拡大 

８ フロン排出抑制法等の適正運用の推進 

９ 学校教育における環境教育の推進 

見直しの 

ポイント 

ア 温室効果ガスの削減目標の見直し 

・国の新たな温室効果ガス削減目標の県内達成を目指した中期目標の見直し 

・県が表明した「2050年脱炭素社会の実現」を踏まえた長期目標の見直し 

イ 緩和策及び適応策の追加 

・現行計画（平成 28年 10月改定）の前回改定以降、新たに実施し、継続し

ている緩和策及び適応策を追加 

ウ 長期目標達成に向けたビジョンの追加 

・公益財団法人地球環境戦略研究機関と県が共同で研究した「かながわ脱炭

素ビジョン 2050」での脱炭素社会の将来像の明示（今後、具体化を検討） 
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⑥ 地球温暖化に対する本市の取組 

本市では、2017（平成 29）～2025（令和 7）年度を計画期間とした「第 4 次三浦市総合計

画（2017年版）三浦みらい創生プラン」を策定しています。本計画は、市の最上位計画であ

り、後期実施計画は、地方創生に関する「第 2期総合戦略」としても位置付けられています。

本市では、当該計画に基づき、『人・まち・自然の鼓動を感じる都市 みうら』を将来像とし

て、4つの基本目標と基本目標達成を支える基盤整備に関する 16の重点施策を展開していま

す。 

地球温暖化対策については、表 １-2 に示すとおり、「快適で安全性の高い生活基盤の整備」

を目標とした施策の一つとして「公害防止策・地球温暖化対策の推進」が位置づけられてい

ます。 

 

図 １-6 まちづくりの方針のイメージ 

 

表 １-2 目標とした施策（環境関連抜粋） 

将来像 人・まち・自然の鼓動を感じる都市 みうら 

まちづくり

政策 

大綱１ 一体感のある都市をめざして～心を合わせる 

大綱２ もてなしの心をもつ都市をめざして～交流を育む 

大綱３ 住み心地のよい都市をめざして～暮らしを支える 

 

 

目標６ 快適で安全性の高い生活基盤の整備 

 

 

施策１ 適切な土地利用計画の推進 

 施策２ 自然資源等の保全・活用の推進 

 施策３ 公害防止策・地球温暖化対策の推進 

 施策４ 安全で快適な水環境の整備 

 施策５ 適切な廃棄物処理の推進 
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２. 三浦市地球温暖化対策実行計画の策定意義と位置づけ 

（１） 計画の趣旨 

本計画は、市民・事業者・行政がそれぞれの役割と責任を持って温室効果ガスの削減と気

候変動への適応に取り組むとともに、各主体が連携・協力した取組を進めることにより、本

市らしい持続可能な社会の実現をめざしていくものです。 

 

（２） 計画の位置づけ 

本計画は、『地球温暖化対策推進法』第 21条に基づく「地方公共団体実行計画」（区域施策

編・事務事業編）及び『気候変動適応法』第 12条に基づく「地域気候変動適応計画」を内包

するものとし、本市における地球温暖化対策に係る総合的な計画です。 

「第 4 次三浦市総合計画」でも地球温暖化に関する内容が施策として示されていることを

念頭に置きながら、「ゼロカーボンシティみうら宣言」で掲げている 2050 年度までに二酸化

炭素排出量実質ゼロを目指すための短期的な具体施策を記載する計画とします。 

 

 

図 １-7 本計画の位置づけ 

  

地球温暖化対策の推進に関する法律
気候変動適応法

・パリ協定
・持続可能な開発目標(SDGs)
・国連気候変動枠組条約締結国会議(COP)

・地球温暖化対策計画及び
気候変動適応計画（関連省庁）

・地域脱炭素ロードマップ
・CNに伴うグリーン成長戦略

など

神奈川県地域温暖化対策計画
かながわ脱炭素ビジョン2050

義務

義務・賛同

協調・連携

◆三浦市地球温暖化対策実行計画(区域施策編・事務事業編)
≪カーボンニュートラルの実現に向けた基本方針≫

◆ゼロカーボンシティみうら宣言
≪2050年度までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを表明≫

第4次三浦市総合計画
目標6 施策3 「公害防止策・地球温暖化対策の推進」

県

国

三浦市
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（３） 計画の範囲 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 2 条第 3 項において規定されている温室効果ガ

スには、7種類（表 １-3）あり、区域施策編では、これらのうち温室効果ガスの 90％程度を

占めると言われる二酸化炭素（エネルギー起源 CO2）について、排出量の算定を行います。 

また、国の「地球温暖化対策計画」おいて、「地方公共団体は、自ら率先的な取組を行うこ

とにより、区域の事業者・住民の模範となることを目指すべきである」とされています。そ

のため、事務事業編では、CO2に加え、CH4、N2O、HFCsの算定も行います。なお、PFCs、SF6、

NF3については本市の事務事業に関わらないため、対象外としました。 

 

図 １-8 2021（令和 2）年度の日本における温室効果ガスの排出量割合 

 

表 １-3 本計画で対象とする温室効果ガス 

（注）「○」算定対象とする。「-」算定対象としない。  

温室効果ガスの種類 排出に伴う主な活動例 区域施策編（注） 事務事業編（注） 

二酸化炭素（ＣＯ２） 燃料や電気の使用、一般廃棄物の焼却など ○ ○ 

メタン（ＣＨ４） 燃料の使用、自動車の走行、廃棄物の埋立・焼却、
下水・し尿及び雑排水の処理など 

- ○ 

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） - ○ 

ハイドロフルオロカー
ボン（ＨＦＣｓ） 

カーエアコンの使用、廃棄  など - ○ 

パーフルオロカーボン
（ＰＦＣｓ） 

半導体基板の洗浄剤や代替フロンの使用、廃棄な
ど 

- - 

六ふっ化硫黄（ＳＦ６） 
絶縁体として用いられる工業用ガスの使用、廃棄  
など 

- - 

三ふっ化窒素（NF3） 
半導体素子等の洗浄剤に用いられる工業用ガスの
使用、廃棄など 

- - 
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（４） 基準年度及び目標年度 

本計画は、国の「地球温暖化対策計画」に基づき、2013（平成 25）年度を基準年度とし、

中期の目標年度を 2030（令和 12）年度、長期の目標年度を 2050（令和 32）年度とします。 

 

（５） 計画の期間 

本計画の期間は、2023（令和 5）年度から 2030（令和 12）年度までの 8年間とします。今

後の本市における温室効果ガス排出状況等を踏まえながら、国の動向や社会情勢の変化に対

応するため、中間年度として 2027（令和 9）年度で見直すこととしますが、必要に応じ、適

宜見直しを行います。 

なお、本市の将来的な脱炭素社会の実現に向け、2050（令和 32）年度を目標年次とした長

期的な目標を設定します。 

 

表 １-4 計画期間 

令和 5年度 

2023年度 

令和 6年度 

2024年度 

令和 7年度 

2025年度 

令和 8年度 

2026年度 

令和 9年度 

2027年度 

令和１０年度 

2028年度 

令和１１年度 

2029年度 

令和１２年度 

2030年度 

    中間見直し   中期目標 

        

 
       

  

三浦市地球温暖化対策実行計画 

（令和５年度～令和 12年度） 
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３. 本市の地域の特性（自然・社会・経済の特徴） 

（１） 位置、地形 

ア 位置 

本市は神奈川県の南東部にあり、東京湾と相模湾を分ける三浦半島の南端に位置していま

す。三方を海に囲まれ、その南には城ヶ島があります。北は、横須賀市と接し、東には、東京

湾をはさんで房総半島が、西には、相模湾をへだてて富士、箱根の山々や伊豆半島がのぞめ

ます。南には、大島などの伊豆諸島の連なる太平洋が広がっています。市のほぼ中央にある

引橋の台地に立って、周囲を見わたしてみると、広く続く台地と、それを取り囲んでいるよ

うな海を眺めることができます。海岸線は、砂浜や磯、入江と、たいへん複雑な形状となっ

ています。 

三浦半島は、全体として隆起の激しい場所となっています。半島南部にある本市の海岸に

は、ここ数千年の間に、海岸が隆起し、かつての海底が、何段にもなって、海岸段丘を作って

おり、そのような隆起海食台の地形海岸を作っています。 

 

（出典：国土交通省「国土数値情報：行政区域」、「基盤地図情報：数値標高モデル」） 

図 １-9 位置及び地勢 
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イ 地質 

三浦半島は今から約 2500 万年前に海底に堆積し

た葉山層群と呼ばれる地層や周辺海底に 2000 万年

～1500 万年前に堆積した三浦層群と呼ばれる地層

が何度か上下運動をおこして数十万年前に現在の

半島の原形が作られ､海底から隆起して陸地になっ

たのは今から 50万年ほど前のことです。 

市域のほとんどが固結堆であり、北側には半固

結、未固結が存在します（注）。 

（注）地盤は固結の程度によって、固結地盤（岩盤）、半固結地

盤、未固結地盤（土）に分けられます。 

 

 

 

ウ 藻場・干潟 

本市の藻場・干潟の位置を示しています。 

三浦半島はカジメやアラメ、ホンダワラなど藻場をつくる大型の海藻をはじめ、ミルやユ

カリ、トサカノリといった小型で色彩豊かな海藻などが分布しています。また、市内の干潟

にはヨシやアマモの群落が発達しています。 

なお、これらはブルーカーボン生態系の活用等による CO2 吸収源の一つとして期待されて

いる一方で、最近はこうした藻場の海藻等がなくなる「磯焼け」が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：環境省「自然環境保全基礎調査           （出典：環境省「自然環境保全基礎調査 

藻場調査(2018～2020)」）                 干潟調査(2018～2020)」） 

図 １-11 藻場                        図 １-12 干潟 

（出典：国土交通省「国土数値情報：表層地質」） 

図 １-10 表層地質 



 

 

12 

 

 

 

（２） 気象 

本市は、夏は比較的涼しく、冬でも温暖で過ごしやすい気候です。データ上でも東京と比

べて、夏は約 0.6℃涼しく、冬は約 1℃暖かくなっています。（出典：気象庁統計） 

また、表 １-5 に示すとおり、三浦地域気象観測所によると、降水量は、梅雨期と秋季に多

くなり、年間の降水量は約 1,573mm に達しますが、全国平均の約 1,700mm を下回ってい

ます。 

日照時間は、4 月から 5 月及び 8 月に多くなり、最も多いのは 8 月の 234.4 時間となっ

ています。 

 

表 １-5 気象状況（統計期間 1991（平成 3）年～2020（令和 2）年） 

 

  

（出典：気象庁「気象庁統計（統計期間 1991（平成 3）年～2020（令和 2 年）年）平年値（三浦）」） 

※：「降水量」「日照時間」は、単数処理により合計値と公表されている合計値の数値に相違がある。 

図 １-13 日照時間・平均気温と降水量（本市） 

 

                

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

最高気温
（℃）

10.6 11.2 14 18.5 22.4 24.9 28.5 30.6 27.4 22.2 17.4 13 20.1 年平均

平均気温
（℃）

6.6 7 9.9 14.3 18.4 21.3 24.8 26.5 23.6 18.5 13.7 9.1 16.1 年平均

最低気温
（℃）

2.7 3 5.8 10.4 14.9 18.5 22.2 23.8 20.7 15.4 10.2 5.3 12.8 年平均

降水量
（mm）

61.3 68.1 129 132.1 139.4 179.6 166.4 102.8 205.5 211.4 110.5 67.9 1,573.9 年合計

日照時間
（時間）

192.4 173.1 178.4 194 197.2 143.5 184.5 234.4 161.5 149.4 158.8 180 2,147.3 年合計

平均風速
（m/s）

2.9 2.9 3.3 3.3 3.1 2.8 3.1 3 2.7 2.7 2.6 2.8 2.9 年平均

最多風向 北北東 北北東 北北東 南南西 南南西 南南西 南南西 南南西 北北東 北北東 北北東 北北東 北北東 年最多

降雪の深さ
（合計）
（cm）

- - - - - - - - - - - - - 年合計

年間値※
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（３） 土地利用 

本市の土地利用状況としては、その他の農用地が 41％と最も割合が高く、次いで建物用地

が 21％を占めています。（図 １-14） 

さらに、詳細な利用状況をみると、全域にその他農用地、北東、南西側に建物用地が分布

し、中央部に森林が分布しています。（図 １-15） 

 
（出典：国土交通省「国土数値情報：土地利用細分メッシュデータ」）（注）2021（令和 3）年のデータを用いた。 

図 １-14 地目別面積の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省「国土数値情報：土地利用細分メッシュデータ」）（注）2021（令和 3）年のデータを用いた。 

図 １-15 土地利用状況 

  

その他の農用地, 

41.0%

建物用地, 20.7%

森林, 16.9%

海水域, 

11.3%
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田, 3.2%

荒地, 2.5%
海浜, 1.0% 鉄道, 0.2%

河川地及び湖沼, 0.1%
土地利用種 割合 

その他の農用地 41.0% 

建物用地 20.7% 

森林 16.9% 

海水域 11.3% 

その他の用地 3.2% 

田 3.2% 

荒地 2.5% 

海浜 1.0% 

鉄道 0.2% 

河川地及び湖沼 0.1% 
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（４） 人口、世帯数 

1985（昭和 60）年以降の国勢調査によると、2020（令和 2）年の本市の人口は 42,069

人で、1995（平成 7）年の 54,152 人をピークに減少傾向が続いており、世帯数は 17,210

世帯で、2010（平成 22）年の 17,884 世帯をピークに減少傾向となっています。 

また、年齢 3 区分人口の推移を構成比で比べると、年少人口（0～14 歳）は 1985（昭和

60）年、生産年齢人口（15～64 歳）は 1990（平成 2）年をピークに減少傾向にあり、老年

人口（65 歳以上）は 2020（令和 2）年までは増加傾向にあるが、今後は減少していくこと

が予想されます。総人口に対する老年人口の構成比は、1985（昭和 60）年から 2020（令

和 2 年）までの 35 年間で 9.9％から 41.0％に増加しており、今後も高齢化が進行すること

が想定されます。 

 
（出典：総務省「国勢調査（1985（昭和 60）年～2020（令和 2）年）」、社会保障・人口問題研究所「日本の

地域別将来推計人口（中位推計）」） 

図 １-16 総人口・世帯数の推移 

 
（出典：総務省「国勢調査（1985（昭和 60）年～2020（令和 2）年）」」、社会保障・人口問題研究所「日本の

地域別将来推計人口（中位推計）」） 

図 １-17 年齢階層別の人口構成比 
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（５） 産業 

本市は、卸売業・小売業の事業所が数多く立地しており、産業大分類別売上高の構成比で

は卸売業・小売業が 58.7％となっています。小売業の産業中分類別従業者数および事業所数

は、飲食料品小売業及び機械機器・その他の小売業が多くなっています。また、小売業全体

の事業所数、従業者数、年間商品販売額の推移ではいずれも 2012（平成 24）年まで減少傾

向でしたが、その後は上昇傾向です。 

 
※凡例に記載された（）の割合は、本市の産業大分類別売上高の構成比 

 

 
（出典：経済産業省「RESAS 地域経済分析システム」） 

図 １-18 産業大分類別売上高の構成比（上）、産業中分類別従業者数・事業所数（中）、 

小売業全体の事業所数・従業者数・年間商品販売額の推移（下）  
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また、本市は全国及び神奈川県と比較し、漁業の産業大分類別売上高の構成比が高くなっ

ており、全国の 0.04%及び神奈川県の 0.01%に対し、本市は 5.0%です。漁獲物等販売金

額は県や国の平均を上回りますが、販売金額と経営体数ともに減少傾向です。 

また、産業大分類別売上高の構成比では全国平均と近しいですが、本市は農業も盛んであ

り、キャベツや大根などがブランド化し、出荷されています。農業産出額では国や県の平均

を大きく上回っており、県内では横浜市に次ぐ規模です。 

なお、前頁の図 １-18 では、農・林業の売上額が 0.1％となっていますが、これは出典の

「RESAS（地域経済分析システム）」のデータ諸元である「経済センサス」において、個人

経営の農業者が対象外となっていることが理由です。 

 
（出典：経済産業省「RESAS 地域経済分析システム」） 

図 １-19 経営体あたりの漁獲物等販売金額（左）と総販売金額及び経営体数 

 

 
（出典：経済産業省「RESAS 地域経済分析システム」） 

図 １-20 経営体あたりの農業産出額（左）と品目別農業産出額（右） 
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第２章 本市の温室効果ガス排出量の現況と将来推計 

１. 温室効果ガス排出量の現況推計 

本市における 2019（令和元）年度における温室効果ガス総排出量は 230.8 千 t-CO2 で

あり、基準年度（2013（平成 25）年度）比で-11.7%となっています（図 ２-1）。減少した

理由として製造業で生産活動が低下した影響や家庭での空調、照明機器の効率化及び総排出

量の大部分を占めるエネルギー起源 CO2 排出量に大きく影響する電力排出係数の減少が考

えられます。 

また、2019（令和元）年度の温室効果ガス排出量の内訳では、二酸化炭素（92.1%）が最

も多く、次いでハイドロフルオロカーボン（4.2%）が多い結果となりました（図 ２-2）。 

 

図 ２-1 温室効果ガス総排出量の経年変化 

 

 

図 ２-2 2019（令和元）年度総排出量のガス種別内 
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コラム 単位について 

■熱量換算:J（ジュール） 

燃料の固有単位に熱量換算係数を乗じて求められます。固有単位とは電力量は Wh、原油は L、ガス

類は m3 と様々であり、比較や合算するには不便な状態と言えます。熱量換算とは様々な燃料の種類を

統一して熱エネルギー量として示したものです。 

■二酸化炭素排出量：t-CO2（トン CO2） 

燃料の種類毎に CO2排出係数を乗じて求められます。燃料使用に対してどれだけ CO2が排出されるか

示したものです。 

電力を例にすると・・・ 

 

 

 

図 ２-3 電気、熱、二酸化炭素の関係 

 

表 ２-1 温室効果ガスの種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

温室効果ガスの種類 排出に伴う主な活動例 

二酸化炭素（ＣＯ２） 燃料や電気の使用、一般廃棄物の焼却など 

メタン（ＣＨ４） 燃料の使用、自動車の走行、廃棄物の埋立・焼却、
下水・し尿及び雑排水の処理など 

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） 

ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣｓ） カーエアコンの使用、廃棄  など 

パーフルオロカーボン（ＰＦＣｓ） 
半導体基板の洗浄剤や代替フロンの使用、廃棄な
ど 

六ふっ化硫黄（ＳＦ６） 
絶縁体として用いられる工業用ガスの使用、廃棄  
など 

三ふっ化窒素（NF3） 
半導体素子等の洗浄剤に用いられる工業用ガスの
使用、廃棄など 

電力排出係数 

（0.456t-CO2/MWh）（注） 

（注）2021（令和 3）年度東京電力 

熱量換算係数 

（３．６GJ/MWh） 

排出量 
（0.456 ｔ-ＣＯ２） 

電力量 
（１MWｈ）（注） 

（注）電力（１MW）×時間（１ｈ） 

熱量 
（３．６GＪ） 
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２. 温室効果ガス排出量の将来推計 

前述の図 ２-2 に示す通り、温室効果ガスの排出量の割合が最も多い CO2について将来の

人口予測や経済成長の予測等を用いて将来推計を行いました。 

将来推計の結果は図 ２-4 に示すとおりであり、2030（令和 12）年度は 170 千 t-CO2

（基準年度（2013（平成 25）年度）比-31.4%）、2050（令和 32）年度は 96 千 t-CO2

（基準年度（2013（平成 25）年度）比-61.4%）と推計されます。 

 
※：2019 年度を基準に検討を行っており、R2 年度も推計値 

図 ２-4 部門別 CO2排出量の将来推計 
 

将来の人口予測や経済成長の予測等を用いてエネルギー需要量の将来推計を行った結果、

上記と同様に減少し続けます。エネルギー需要量の将来推計結果は、図 ２-5 に示すとおり

であり、2030（令和 12）年度で 2,419TJ であると推計されました。また、2050（令和 32）

年度では 1,365TJ であると推計されました。 

 
※：2019 年度を基準に検討を行っており、R2 年度も推計値 

図 ２-5 部門別エネルギー需要量の将来推計  
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図 ２-6 本市の CO2排出量、エネルギー使用量（原油換算）のイメージ（2030（令和 12）年）  

コラム CO2排出量、エネルギー使用量の目安 

 

本市の 2030（令和 12）年 CO2排出量は 

杉の 1年間の吸収量に換算すると・・・ 

 

× 約 1900万本分（注）です。 
（注）１本あたり 0.0088t-CO2で換算 

本市の 2030（令和 12）年のエネルギー使用量（熱量換

算）で沸騰させることのできる 25m プールに換算する

と 

× 約 30,000杯分（注）です。 
（注）水１L の温度 1℃上昇に 0.0000000042TJ 必要と想定 

（注）水温 22℃を想定 

（注）1 杯約 36 万リットルで換算 
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３. 森林吸収量等の算定 

（１） 森林吸収量 

森林（植物）は成長過程で CO2 を吸収するため、地球温暖化対策の一つとされています。

そこで、公開されている各種統計資料より、本市の森林吸収量を算定しました。 

森林吸収量は、環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル 算定

手法編」が示す「森林全体の炭素蓄積変化を推計する手法」に従い、2 つの時点で森林炭素蓄

積の比較を行い、その差分を CO2に換算して吸収量を推計しました。 

本市における森林による CO2 吸収量は、2013（平成 25）年度から 2018（平成 30）年

度の数値を用いたところ年間で 981t-CO2/年であることがわかりました。 
 

（２） ブルーカーボン（参考） 

ブルーカーボンとは海洋生態系（藻場、干潟等）に取り込まれる炭素のことであり、地球

温暖化対策としての吸収源の新しい選択肢として、世界的に注目されています。国内におけ

る評価方法としては、人工衛星で撮影した国内の沿岸域の地形や水温などを基に分布状況を

推計して算定する方法があり、国連気候変動枠組条約第 28 回締約国会議（COP28）で世界

に向けて紹介されました。本市では、国内の浅海生態系を対象に吸収係数を試算し、年間二

酸化炭素吸収量の全国推計を行った研究事例（注 1）があることから、ここでは当該研究事例を

参考に本市の海域に分布する藻場及び干潟の年間二酸化炭素吸収量の推計を試みました。 

その結果、本市の海域に分布する藻場及び干潟（約 500ha（注 2））の年間二酸化炭素吸収量

は約 2,800t-CO2
（注 3）と推計されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：環境省「自然環境保全基礎調査           （出典：環境省「自然環境保全基礎調査 

藻場調査(2018～2020)」）                 干潟調査(2018～2020)」） 

図 ２-7 本市の藻場と干潟の分布域（再掲）  
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コラム ブルーカーボン生態系のメカニズム 

CO2は水に溶けやすい性質があり、海洋全体の CO2の量は大気中のなんと 50 倍！ 

海の植物は、海水にたっぷり溶けている CO2を光合成で吸収し隔離。食物連鎖や枯死後の

海底への蓄積などで炭素を貯蔵します。このひとつながりの生態系を「ブルーカーボン生態

系」といいます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省「ブルーカーボンとは」） 

図 ２-8 ブルーカーボンの概要 
 

（注1）：桑江ら：浅海生態系における二酸化炭素吸収量の全国推計,土木学会論文集B2（海岸工学）,Vol.75，No.1,1

0-20,2019. 

（注2）：環境省「自然環境保全基礎調査 藻場調査（2018～2020）」 

（注3）：藻場及び干潟面積に吸収係数を乗じて推計。吸収係数は（注1）による。  
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第３章 本市の再生可能エネルギーの導入ポテンシャル 

１. 再生可能エネルギーの導入ポテンシャル 

（１） 再生可能エネルギー導入ポテンシャルの定義 

再生可能エネルギー導入ポテンシャルとは、全自然エネルギーから一定の事業性や土地利

用の法的規制・制限の条件を除いた資源量と定義されています。 

本検討では、地域の再生可能エネルギーを最大限活用することを踏まえて、再生可能エネ

ルギー導入ポテンシャルを整理した上で、さらに経済性を考慮した導入ポテンシャルを算出

してゼロカーボンに向けた目標設定を行います。 

なお、導入ポテンシャルについては、環境省の「再生可能エネルギー情報提供システム

（REPOS(リーポス)）」に示された数値やデータを基に整理を行っています。 

 

 

（出典：環境省「再生可能エネルギー情報提供システム[REPOS(リーポス)）」） 

図 ３-1 再生可能エネルギー導入ポテンシャルの定義 
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（２） 総括 

再生可能エネルギーの導入ポテンシャル量（発電）で最も多いものは、太陽光発電となっ

ており、陸上風力、水力発電、地熱発電の導入ポテンシャルはありませんでした。 

また、再生可能エネルギーには上記の他、熱利用として太陽熱、地中熱の導入ポテンシャ

ルがあります。 

地熱と地中熱は混同されやすいエネルギーですが、その違いについては P.31 のコラム「地

熱と地中熱の違い」を参照してください。 

 

 

（出典：環境省「再生可能エネルギー情報提供システム[REPOS(リーポス)）」） 

※：比較のため、年間電力量を熱量に換算して図示（1MWh＝0.0036TJ） 

図 ３-2 再生可能エネルギーの導入ポテンシャル 

 

 

コラム 三浦バイオマスセンターについて 

この施設は、三浦市内で発生した「し尿」や「農作物収穫残さ」などを発酵させ、たい肥

を生産するとともに、処理の過程で発生したメタンガスを施設内の熱源及び使用電力の一部

として活用しております。本計画において導入ポテンシャルの整理に用いた環境省「再生可

能エネルギー情報提供システム[REPOS（リーポス）]においては、現状、バイオマスは木質

バイオマスのみの推計を行っており、廃棄物等によるバイオマスのポテンシャルは推計され

ていません。 
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表 ３-1 再生可能エネルギーの導入ポテンシャルの推計結果 

大区分 中区分 賦存量 導入ポテンシャル 単位 

太陽光 

建物系 
- 142.4  MW 

- 192,293.4  MWh/年 

土地系 
- 309.0  MW 

- 414,519.5  MWh/年 

合計 
- 451.3  MW 

- 606,812.9  MWh/年 

風力 陸上風力 
321.3  0.0  MW 

911,131.9  0.0  MWh/年 

中小水力 

河川部 
0.0  0.0  MW 

0.0  0.0  MWh/年 

農業用水路 
0.0  0.0  MW 

0.0  0.0  MWh/年 

合計 
0.0  0.0  MW 

0.0  0.0  MWh/年 

地熱 

蒸気フラッシュ 
0.0  0.0  MW 

― 0.0  MWh/年 

バイナリー 
0.0  0.0  MW 

― 0.0  MWh/年 

低温バイナリー 
0.0  0.0  MW 

― 0.0  MWh/年 

合計 
0.0  0.0  MW 

― 0.0  MWh/年 

再生可能エネルギー（電気）合計※1 
321.3  451.3  MW 

911,131.9  606,812.9  MWh/年 

太陽熱 太陽熱 - 340,331.7  GJ/年 

地中熱 地中熱（クローズドループ） - 1,173,695.6  GJ/年 

再生可能エネルギー（熱）合計 - 1,514,027.2 GJ/年 

木質バイオマス 
発生量（森林由来分） 0.1  - 千m3/年 

発熱量（発生量ベース） 368.9  - GJ/年 

※1：年間電力量（MWh/年）を算出する場合、再生可能エネルギー種別により、設備利用率などの推計条件が

異なるため、設備容量（MW）との比率は一定ではない。 

※2：MW は設備容量、MWh/年は年間発電電力量、GJ/年は利用可能熱量を示す。 
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（３） 再生可能エネルギーの導入ポテンシャルの推計結果 

① 太陽光発電 

ア 建物系におけるポテンシャル 

建物系における太陽光発電の導入ポテンシャルは、建物屋上等へのパネル設置を想定した

推計値であるため、都市部の住宅密集区域でのポテンシャルが高い傾向となります。 

本市の建物系（官公庁、病院、学校、戸建住宅等、集合住宅、工場・倉庫、その他建物とい

った建築物の屋上）における太陽光発電の導入ポテンシャルは 142.4MW です。 

 

（出典：環境省「再生可能エネルギー情報提供システム[REPOS(リーポス)）」） 

図 ３-3 導入ポテンシャル（太陽光） 

表 ３-2 建物系における太陽光発電の導入ポテンシャル（詳細版） 

中区分 小区分 
導入 

ポテンシャル 
単位 

建物系 

官公庁 
3.4  MW 

4,535.8  MWh/年 

病院 
0.7  MW 

968.3  MWh/年 

学校 
2.5  MW 

3,335.6  MWh/年 

戸建住宅等 
79.0  MW 

107,300.8  MWh/年 

集合住宅 
2.8  MW 

3,768.4  MWh/年 

工場・倉庫 
1.1  MW 

1,469.3  MWh/年 

その他建物 
52.7  MW 

70,728.5  MWh/年 

鉄道駅 
0.1  MW 

186.8  MWh/年 

合計 
142.4  MW 

192,293.4  MWh/年 
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イ 土地系におけるポテンシャル 

土地系における太陽光発電の導入ポテンシャルは、田、畑、ため池などへのパネル設置を

想定した推計した値となります。 

本市の土地系（田、畑、ため池）における太陽光発電の導入ポテンシャルは 309.0MW で

す。 

 

（出典：環境省「再生可能エネルギー情報提供システム[REPOS(リーポス)）」） 

図 ３-4 導入ポテンシャル（太陽光） 

 

表 ３-3 土地系における太陽光発電の導入ポテンシャル（詳細版） 

中区分 小区分 1 小区分 2 
導入 

ポテンシャル 
単位 

土地系 

耕地 

田 
0.7  MW 

918.9  MWh/年 

畑 
243.8  MW 

327,100.5  MWh/年 

荒廃農地（注） 

再生利用可能（営農型） 
7.0  MW 

9,344.5  MWh/年 

再生利用困難 
55.6  MW 

74,605.0  MWh/年 

ため池 
0.0  MW 

0.0  MWh/年 

その他 
1.9  MW 

2,550.6  MWh/年 

合計 
309.0  MW 

414,519.5  MWh/年 
     

（注）参考 

再生利用可能（地上設置型） 
47.8  MW 

64,112.2  MWh/年 

再生利用可能（農用地区域は営農型、農用地
区域以外は地上設置型） 

27.8  MW 

37,304.0  MWh/年 
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ウ 陸上風力発電 

環境省の再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査では、陸上風力発電において風速

6.5m/s 以上が適地とされています。市内では、この条件に適合する風力発電の導入適地は

中央及び東側となります。ただし、環境省「再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS(リ

ーポス)）」に示される一定の推計除外条件（居住エリアからの距離など）を踏まえると、本市

の風力発電の導入が可能なエリアはない結果となりました。 

ただし、今後の動向によっては、周辺環境に与える影響が少ない機器を検討するなどし、

設置を模索していくことも重要になります。 

 

 

（出典：環境省「再生可能エネルギー情報提供システム[REPOS(リーポス)）」） 

図 ３-5 導入ポテンシャル（風力発電） 

 

 

コラム 宮川公園の風力発電について 

平成７年８月に当時の通産省資源エネルギー庁は、

宮川公園に風車を設置する「風力発電フィールドテス

ト事業」をシステム設計として選定しました。この事

業により設置された風車は、ランドマークとして定着

し、老朽化により撤去される際に惜しむ声も多く聞か

れました。現在稼働中の風力発電は、この風車を引き

継ぐもので、引き続きランドマークとして親しまれて

います。 

  

推計除外条件 該当状況 

標高（1,200m 以上） なし 

最大傾斜角（20 度以上） 該当 

地上開度（75°未満） 該当 

自然公園区域（国立公園）※特別保護地区、第 1 種特別地域 なし 

自然公園区域（国定公園）※特別保護地区、第 1 種特別地域 該当 

都道府県立自然公園（第 1 種特別地域） なし 

原生自然環境保全地域 なし 

自然環境保全地域（国指定） なし 

自然環境保全地域（都道府県指定） 該当 

鳥獣保護区（国指定）※特別保護地区 なし 

鳥獣保護区（都道府県指定）※特別保護地区 該当 

世界自然遺産地域 なし 

空港等の周辺空域 なし 

市街化区域 なし 

土地利用 該当 

居住地からの距離(500m 未満) 該当 
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エ 中小水力発電 

環境省が公表する再生可能エネルギーポテンシャルマップによると、本市の河川における

中小水力発電の導入ポテンシャルはありません。 

 

 

 

（出典：環境省「再生可能エネルギー情報提供システム[REPOS(リーポス)）」） 

図 ３-6 導入ポテンシャル（中小水力発電） 
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オ 地熱発電 

環境省が公表する再生可能エネルギーポテンシャルマップによると、本市の地熱発電の導

入ポテンシャルはありません。 

 

カ 木質バイオマス利用 

環境省が公表する再生可能エネルギーポテンシャルマップによると、各種統計データの全

国値や都道府県値をもとに、按分法を用いて市町村レベルでの賦存量の推計を行った結果、

本市の木質バイオマスの賦存量は 368,902MJ となりました。 

ただし、国の公表資料によれば、2005（平成 17）年以降の本市の林業経営体は 0 が続い

ており、林業施業の実態が無いことから、燃料材の調達が難しいため、導入ポテンシャルは

ないものと評価しました。 

 

 

図 ３-7 ⽊質バイオマスエネルギーの賦存量の推計フロー 
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キ 地中熱利用 

環境省が公表する再生可能エネルギーポテンシャルマップによると、本市の地中熱発電の

導入ポテンシャルは 117 万 GJ/年間です。 

 

 

（出典：環境省「再生可能エネルギー情報提供システム[REPOS(リーポス)）」） 

図 ３-8 導入ポテンシャル（地中熱利用） 

 

コラム 地熱と地中熱の違い 

火山や温泉の熱や、高温の地球中心部から伝わ

ってくる熱を地熱といいます。高温の地熱は発電

等に利用されています。一方、地中熱は地中の浅

いところにある年間を通して温度が一定のエネル

ギーです。日本では 100m 程度の深さまでの熱が、

夏は冷熱、冬は温熱として利用されています。一

方、ヨーロッパでは近年 300m程度の深さまでの地

中熱が利用されるようになっています。 

 

（出典：環境省「地中熱読本 2021」） 

図 ３-9 地熱と地中熱の違い  
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ク 太陽熱利用 

環境省が公表する再生可能エネルギーポテンシャルマップによると、本市の太陽熱の導入

ポテンシャルは 34 万 GJ/年間です。 

 

 

 

 
（出典：環境省「再生可能エネルギー情報提供システム[REPOS(リーポス)）」） 

図 ３-10 導入ポテンシャル（太陽熱利用） 
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２. 再生可能エネルギーに関わる地域特性 

（１） 太陽光発電 

本市の再生可能エネルギーの導入ポテンシャルのうち、太陽光発電の導入ポテンシャルが

高くなっています。これは、本市の位置する神奈川県が全国的にも日照時間に優れた地域性

を有していること等が挙げられます。よって工場や事業所、家庭におけるオンサイト PPA や

事業遊休地の情報収集・積極活用と大手電力会社との系統の調整を通じたオフサイト PPA な

ど、眼前の 2030（令和 12）年目標達成を成し遂げる上では、現時点で実現性が高い太陽光

発電を最大限導入していくことが優先されるべきであると言えます。 

（２） 風力発電 

本市では風力発電の導入ポテンシャルはありません。しかし、現在稼働中の宮川公園の風

力発電所がランドマークとして定着していることから、必ずしも導入は不可能ではないと考

えられます。ただし、本市の地形や居住分布や景観形成を勘案すると、大規模なウィンドフ

ァームというよりも、地域内電源としての小規模な導入を模索していくことが適切であると

考えられます。 

（３） 中小水力発電 

本市では中小水力発電の導入ポテンシャルはありません。 

（４） 地熱発電 

本市では地熱発電の導入ポテンシャルはありません。 

（５） 木質バイオマス 

木質バイオマスの賦存量は全国や都道府県レベルの推計結果から、森林面積を用いて市町

村へと按分しており、実態とずれている可能性があるため、林業の実態や周辺の木質バイオ

マスの需要量との競合などに留意し、実態を把握する必要があります。 

なお、バイオマス利用には燃料材の調達・加工・運搬といった段階があり、それらを担う

事業体が本市には見当たらないことから現状での導入は難しいものと言えます。 

（６） 地中熱・太陽熱利用 

熱需要は地域によるバラつきが大きいことや、太陽熱利用は太陽光パネルとの設置場所が

競合してしまうなど課題があるため、利用方法やコスト等を鑑み検討する必要があります。  
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第４章 本市の目指す将来像と基本理念 

１. 基本理念 

本市は、漁業とこれに関連する加工流通のほか、温暖な気候を活用した生産性の高い農業

などが市の重要な産業となっていますが、生産者の高齢化や産地間競争の激化といった諸課

題を抱えています。一方、東京近郊に位置しながら豊かな自然が残り、魅力的な観光資源に

も恵まれるとともに、三浦半島をフィールドとした地域活性化を目指した取り組みや、水産

業界として SDGs への取り組みを高めるために様々な取り組みを展開する事業者が存在する

など、ポテンシャルの高い地域です。 

ゼロカーボンシティ実現に向けては、高いポテンシャルを活かし、持続可能で活力あるま

ちづくりを展開する必要があります。そのための基本理念を次のとおり定めます。 

 

 

基本理念１ 再生可能エネルギー等の利用推進 

限りある資源である石油や天然ガスなどの化石燃料に頼らず、全国でも有数の豊富な日

射量を有効に活用し、本市の地域特性に合った太陽光発電をはじめとする再生可能エネル

ギーの導入や未利用エネルギーの活用を図り、「エネルギーの地産地消」を進めます。ま

た、再生可能エネルギーの積極的な導入が、新たな需要の創出による経済活動の活性化や

安全安心で豊かな暮らしに貢献することを目指します。 

 

基本理念２ 環境負荷の少ない日常生活や事業活動 

市民、事業者がエネルギーを賢く使えるまちを目指します。家庭における省エネ行動や

省エネ設備の導入を進めるとともに、新しい技術を取り入れた環境負荷の少ない事業活動

への転換を進めます。 

さらに、市内の主要な移動手段である自動車について、電気自動車をはじめとした次世

代自動車へ転換し、再生可能エネルギーを電源とした充電設備の整備を並行して進めます。

また、市民はもとより、来訪者のニーズにも対応した公共交通利用環境の整備を事業者と

の協力もしくは協議のうえで進め、公共交通の利用促進を通じて脱炭素を着実に進めます。 

 

基本理念３ 自然環境（森・海）の整備・保全 

二酸化炭素の吸収源を確保、最大化するため、本市の豊かな環境を育む森林の多様な機

能や生物多様性、海洋資源の整備・保全に取り組みます。  
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２. 基本理念に基づき目指す将来像 

 
 

(注1)【ZEB】ネット・ゼロ・エネルギー・ビルの略称。快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の

一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと。 

(注2)【スマート農業】ロボット技術や情報通信技術(ICT)を活用して、省力化・精密化や高品質生産を実現する

等を推進している新たな農業のこと。  

市役所新庁舎のZEB（※1）化

充電電源の再エネ化による
エネルギーの地産地消

太陽光発電をはじめとする
再生可能エネルギーの導入

太陽光発電以外の
エネルギーの有効利用

森林や海洋資源の整備・保全による
二酸化炭素吸収源の確保 、最大化

交通事業者と協議の上で
公共交通の利用拡大を推進

新しい技術を取り入れた
環境負荷の少ない事業活動
（例：スマート農業（※2））

2030年の三浦市の将来像
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第５章 温室効果ガスの削減目標と達成に向けた施策 

１. 本計画における目標設定 

温室効果ガス排出量削減目標設定について、基準年度は、国の「地球温暖化対策計画」と

整合を図り、2013（平成 25）年度とします。目標年度は、中期的に 2030（令和 12）年度、長

期的に 2050（令和 32）年度とします。 

温室効果ガス排出削減は、「①省エネルギー推進による温室効果ガス削減」「②再生可能エ

ネルギー導入による温室効果ガス削減」「③森林吸収量・ブルーカーボン」の 3つの和で構成

され、これらを組み合わせることでカーボンニュートラルを達成することを目指します。 

 

 

 

 

図 ５-1 カーボンニュートラル達成に向けた削減イメージ 
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２. 温室効果ガス排出量の削減目標 

本市における 2050 年ゼロカーボンシティ実現に向け、以下のとおり、温室効果ガス排出

量の削減目標を設定します。 

設定にあたっては、各部門の省エネ行動やエネルギー効率の改善、再生可能エネルギーの

導入や前述の森林吸収量等による削減ポテンシャルを勘案して設定しました。 

 

 

  

2030（令和 12）年度 

目標 

温室効果ガスを約１１３千 t-CO2削減 

カーボンニュートラル達成に向けた達成率 46％ 

2050（令和 32）年度 

目標 

温室効果ガスを約 248千 t-CO2削減 

カーボンニュートラル達成に向けた達成率 100％ 
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３. 再生可能エネルギーの導入目標 

温室効果ガス排出量の削減目標に基づき、目標達成に必要な再生可能エネルギーの導入目

標を以下のように設定します。 

再生可能エネルギーの導入目標は、本市における再生可能エネルギーの導入量と本市全体

のエネルギー需要量との兼ね合い、国や国際機関が示す今後の省エネルギーや使う電気の低

炭素化等も考慮して再エネ種別に設定します。森林吸収量との相殺を考慮しても、各段階で

大胆な再生可能エネルギーの導入目標となりますが、今後のエネルギーの地産外消や、森林

吸収クレジットの活用などの様々な発展性を狭めず、エネルギー資源の有効な活用を目指す

野心的な目標とします。 

 

表 ５-1 再生可能エネルギー導入目標(2030年度) 

再生可能エネルギー 
導入目標量 

MW MWh/年 TJ/年 

電気 

太陽光 23.7 32,029.5 115.3 

風力 0.6 1,303.5 4.7 

中小水力 0.0 0.0 0.0 

地熱 0.0 0.0 0.0 

小計 24.3 33,333.0 120.0 

熱 

太陽熱 - - 0.0 

地中熱 - - 0.0 

木質バイオマス - - 0.0 

小計 - - 0.0 

合計 24.3 33,333.0 120.0 

 

再生可能エネルギー導入目標(2050年度) 

再生可能エネルギー 
導入目標量 

MW MWh/年 TJ/年 

電気 

太陽光 81.5 110,234.1 396.8 

風力 1.2 2,606.9 9.4 

中小水力 0.0 0.0 0.0 

地熱 0.0 0.0 0.0 

小計 82.7 112,841.0 406.2 

熱 

太陽熱 - - 0.0 

地中熱 - - 0.0 

木質バイオマス - - 0.0 

小計 - - 0.0 

合計 82.7 112,841.0 406.2 
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４. 目標及び将来像の実現に向けた施策 

（１） 目標達成に向けた施策の検討 

先に示した基本理念を基づき、以下の施策を推進していきます。目標達成に向けては、「市」

「事業者」「市民」が一体となって行動していくことが重要です。そこで、本計画では取り組

み内容ごとに「中心となって取組む主体を『●』」、「取り組みを支援、または活用する主体を

『〇』」として役割を位置付け、記載しています。 

なお、表中の「項目」の記号は、後述するロードマップの内容に対応しています。 

 

基本理念１ 再生可能エネルギー等の利用推進 

表 ５-2 再生可能エネルギー等の利用推進に関連する具体的施策 

【関係部門】産業・業務・家庭・運輸  

№ 施策 
項
目 

具体的な取り組み内容 

役割 
位置 

付け 

市 

事

業

者 

市

民 

重

点

施

策 

事

務

事

業 

1 
太陽光発電設

備の導入拡大 

A 
・公共施設、工場・事業所及び家庭における太陽光発電

設備等の導入の推進 
● ● ● ● ● 

B 

・遊休地の情報収集・積極活用と大手電力会社との系統

の調整を通じたオフサイト PPA（注 1）の試行と拡大に

ついての検討 

● ○    

C 
・小規模ソーラーシェアリングのあり方など、本市らし

い営農と発電の両立 
○ ●    

D ・耕作放棄地における太陽光発電設備の導入の推進 ● 〇    

2 

区域内の再生

可能エネルギ

ーの導入を目

的とした補助

事業の検討 

A ・本市による新たな補助事業の検討 ● ○ ○ ●  

3 
他地域・他主

体との連携 

A ・再エネ・吸収源対策を通じた連携 ● ○    

B ・金融機関との連携（融資、事業者とのマッチング等） ● ○    

4 普及啓発 

A ・太陽光などの発電事業促進のための情報発信 ● ○ ○ ●  

B ・導入効果を市民や事業者に広く PR ● ○ ○   

C 

・地域内で再生可能エネルギー導入を促進するうえ

でのコスト負担軽減を目的とした国や県の補助金

情報の周知 

● ○ ○   

 
 

(注1)【オフサイトPPA】需要家の敷地から離れた遠隔地に発電事業者(第三者)が設置した発電設備でつくり出し

た電気を一定期間の電力購入契約(PPA)により、既存の送配電システムを通じて需要家が調達する手法。

電気の供給契約であるため、小売電気事業者を含む3者で契約を締結するのが一般的。 
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基本理念２ 環境負荷の少ない日常生活や事業活動 

表 ５-3 環境負荷の少ない日常生活や事業活動に関連する具体的施策 

【関係部門】産業・業務・家庭・運輸  

№ 施策 
項
目 

具体的な取り組み内容 

役割 
位置 

付け 

市 
事
業
者 

市
民 

重

点

施

策 

事

務

事

業 

1 
省 エ ネ ル ギ
ー・省力化の
推進 

A ・省エネ型製品への更新促進や照明の LED化の推進 ● ● ●  ● 

B ・スマート農業の普及促進 〇 ●    

C 
・省エネのポテンシャルを試算できるツールの導入の
推進 

● 〇 〇   

2 
建物の省エネ
改修 

A ・新築建物および既存建物の ZEB化推進 ● ●  ● ● 

B ・新築住宅及び既存住宅の ZEH（注 1）化推進 〇 ● ● ●  

C ・断熱改修や高効率機器の導入等の推進 ● ● ●  ● 

3 
環境負荷の少
ない電気の購
入 

A 
・CO2 排出量の少ない（排出係数（注 2）の低い）電気の
購入 

● ● ●  ● 

4 省エネ行動 A ・国民運動「デコ活（注 3）」の推進 ● ● ●  ● 

5 
環境負荷の少
ない交通利用
推進 

A ・公共交通機関の利用促進 ● 〇 〇 ●  

B 
・三浦 Cocoon との連動による交通・観光分野の省エネ
ルギー化や再生可能エネルギー利用拡大 

〇 ● 〇   

C ・電動アシスト付を含む自転車の活用拡大 ● ● ● ●  

D ・次世代自動車（注 4）への切り替え推進 ● ● ● ● ● 

E ・充電場所の整備促進による拠点拡大の推進 ● ● 〇 ●  

6 普及啓発 

A ・環境問題啓発用教材を活用した環境教育 ●  〇   

B 
・出前授業「ごみカレッジ」によるごみに対する意識の
向上 

●  〇 
  

C 
・市主催各種イベントへのブース出展や出前講座等の
開催 

●  〇 
  

D 
・商工会議所や農協・漁協等と連携した事業者への情報
発信 

● 〇  
  

E ・市内事業者への GHG（温室効果ガス）算定手法の周知 ● 〇    

F 
・水素等の新たな燃料による技術革新に関する情報提
供 

● 〇  
  

G ・国や県の補助事業の周知 ● 〇 〇   

 

(注1)【ZEH】ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略称。快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年

間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと。 

(注2)【排出係数】電気の発電をする際に、どれくらいのCO2を排出しているか示す指標。kg-CO2/kWh等の単

位が用いられる。この値が低いほど、より環境負荷の低い電気であるといえる。 

(注3)【デコ活】脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動。二酸化炭素(CO2)を減らす(DE)脱炭素

(Decarbonization)と、環境に良いエコ(Eco)を含む"デコ"と活動・生活を組み合わせた新しい造語であ

る。 

(注4)【次世代自動車】電気自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、

クリーンディーゼル車等の環境負荷の低い自動車のこと。  
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基本理念３ 自然環境（森・海）の整備・保全 

表 ５-4 自然環境（森・海）の整備・保全に関連する具体的施策 

【関係部門】産業・業務・家庭 

№ 施策 
項
目 

具体的な取り組み内容 

役割 
位置 

付け 

市 
事
業
者 

市
民 

重

点

施

策 

事

務

事

業 

1 

自然環境（森・

海）を整備し、

二酸化炭素の

吸収源対策を

実施 

A ・森林の整備・保全 ● ● 〇 ●  

B ・藻場などの沿岸域生態系の整備・保全 ● ● 〇 ●  

C 
・ブルーカーボン・オフセット・クレジット制度の

研究 
● ●  ●  

2 

吸収源対策の

促進に向けた

技術開発の加

速 

A 
・ブルーカーボンの拡大と漁場環境の整備・保全を

目的とした藻場や海中植物に係る研究の連携 
● 〇  ●  

3 普及啓発 

A ・環境保全活動の周知・啓発 ● 〇 〇 ●  

B ・藻場のモニタリング手法の情報発信 ● 〇  ●  
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（２） 重点施策 

温室効果ガス削減目標の達成に向け、令和 12（2030）年までに重点的に取り組むべき施

策（重点施策）を設定します。本市の特性を踏まえ、特に重点的に進める取り組みを重点施

策として位置付けます。  

重点施策は、本計画の目標を達成するためのシンボル的な役割を担い、地球温暖化対策を

推進するとともに、社会的・経済的な本市の課題解決に寄与する取り組みとして、中長期的

な視点から取り組み内容を設定します。 

これらの重点施策を推進することで、令和 12（2030）年までに本市の温室効果ガス削減

に向けた取り組みを普及させ、令和 32（2050）年に向けては、重点施策を中心にその他の

取り組みも拡大することを目指します。 
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＜取組の方向性＞ 

温室効果ガス排出量削減目標を達成するためには、太陽光発電設備の設置が大変重要です。

これまで 2012 年 7 月に施行された国の固定価格買取制度（FIT 制度）により、急速な普及

が進みましたが、固定価格の見直しや買取期間終了により、売電用ではなく「自家消費型」

太陽光発電設備が注目されています。また、避難施設等に設置することで、緊急時や災害時

における地域のレジリエンス（対応力）向上にもつながります。市（行政）が率先して設備設

置を進めながら、事業者・市民も巻き込んで市全体として自家消費型太陽光発電設備を中心

に導入を推進していきます。 

 

  

重点施策１ 自家消費型太陽光発電設備の導入推進 （関連：基本理念１） 
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＜取組の方向性＞ 

三浦市役所は本館（鉄筋コンクリート４階建て）が築 50年を迎えるなど、老朽化が著しい

状況です。本館以外にも分館や第２分館（旧三崎中学校校舎）、県三浦合同庁舎などに窓口が

分散化し、市民サービスの面からも新庁舎への集約化が必要となってきたこともあり、引橋

地区への移転を行います。新庁舎のコンセプトは、「異なる公共機能、官民の施設・機能を一

体的にとらえ効率的に実現し、促進する仕組み・場づくり」としています。単純な庁舎機能

だけではなく、商業施設・交流施設等も含んだ市民交流拠点として計画を進めております。 

この計画にあたり、三浦市が「2050年カーボンニュートラル」の実現を目指す１つのシン

ボルとして、「ZEB庁舎（市民交流拠点）」の実現を目指します。ライフサイクルを通じた地球

環境への負荷低減や、省エネ・再エネ技術を備えたサステナブルな市民交流拠点となり、脱

炭素社会の実現への継続的な貢献が期待されます。 

 

 

図 ５-2 三浦市役所新庁舎のイメージ  

重点施策２ 三浦市役所庁舎の ZEB化 （関連：基本理念 2） 
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＜取組の方向性＞ 

本市の運輸部門における温室効果ガス排出量は全体の約 1/3 を占めており、排出削減に向

けて取組を進めるべき重要な分野の１つとなります。 

次世代自動車の導入や、再エネ電力と電気自動車（ＥＶ）／プラグインハイブリッド自動

車（ＰＨＥＶ）／燃料電池自動車（ＦＣＶ）を活用するゼロカーボン・ドライブ（注 1）の普及

を図り、自動車による移動の脱炭素化に努めます。さらに、日常の移動手段を見直し、徒歩

や自転車、公共交通機関の利用を推進することにより、自家用車の利用頻度の削減に取組み

ます。また、物流に係る温室効果ガス排出量の削減を図るため、再配達を極力防ぐことで宅

配輸送の効率化に貢献するなど、日常の暮らしで取り組めることも進めていきます。 

 

 

 

 

＜取組の方向性＞ 

本市は、三方を東京湾及び相模湾に囲まれており、また、三浦海岸をはじめとした広大な

砂浜や小網代などの干潟や岩礁等、複雑で変化に富んだ海岸線を有しています。 

近年、海洋生物により吸収・固定される炭素「ブルーカーボン」が注目されています。その

吸収源となる藻場の再生や、漁業振興に向けた磯焼け対策、また多くの人々にアクションを

起こしてもらうため、本市としても積極的に海洋環境の保全を行い、市の特性を生かした地

域活性化を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注 1)【ゼロカーボン・ドライブ】太陽光や風力などの再生可能エネルギーを使って発電した電力（再エネ電

力）と電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)を活用した、走行時の CO2

排出量がゼロのドライブのこと。  

重点施策３ 脱炭素志向の交通利用等促進 （関連：基本理念 2） 

 

重点施策４ 二酸化炭素吸収源となるブルーカーボンの保全（関連：基本理念 3） 
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５. ロードマップ 

（１） 目標達成に向けた施策のロードマップ 

各施策について講じるべきタイミングをロードマップに整理しました。 

  

  

　　　　　　　●公共施設の50％に太陽光　　　　　　　　●公共施設の100％に太陽光

家庭部門

短・中期 中・長期

国や県の動向

2025年 2030年 2040年 2050年

　　　　　　　●温室効果ガス排出量　▲46％　　　　　　　　　　    　●排出量実質ゼロへ

産業部門

公共部門

再
エ
ネ
導
入
量

電気

熱　ほか

115 TJ（市内ポテンシャルの5％相当） 527 TJ（市内ポテンシャルの24％相当）

5 TJ（既設風車の地域内電源化） 9 TJ（風車の地域内電源の倍増）

－ 技術革新を活用しつつ導入を推進

運輸部門

横断的取り組み

主
な
取
り
組
み

2030年度に基準年度比　▲46％
森林吸収、ブルーカーボン効果と合わせて

正味排出量ゼロ
温室効果ガスの削減目標

太陽光

風力

1-1C 営農と両立する再エネ等検討

2-2B 新築住宅及び既存住宅のZEH化推進

1-1A 全部門における太陽光発電設備等の導入の推進

2-2A 新築建物および既築建物のZEB化推進

2-2C 断熱改修や高効率機器の導入等の推進

2-5E 充電場所の整備促進による拠点拡大

次世代エネ技術加速化に向けた支援

2-6G 補助事業の周知と拡充 2-5 再エネ比率の高い充電インフラの実現

1-4A 太陽光などの発電事業促進のための情報発信

3-1C・3-2A ブルーカーボンの拡大と藻場や海中植物に係る研究の連携、ブルーカーボン・オフ・クレジット制度の研究

1-4C・2-6G 各種補助金情報の周知 1-2A 市による新たな補助事業の検討

1-3A 再エネ・吸収源対策を通じた連携

脱炭素先行地域の創出 全国で多くの脱炭素ドミノ 脱炭素で強靱な活力ある地域社会の実現へ

神奈川県版

脱炭素モデル地域調査事業

2-2A 新築建築物のZEB標準化

2-2C 断熱改修や高効率機器の導入等の推進

2-2B 新築住宅のZEH標準化

2-5D 次世代自動車への切り替え推進 2-5B 三浦Cocoonと連動した交通分野の省エネ化・再エネ拡大

2-2B ZEHの拡大

2-2A ZEBの拡大

多様な再エネの地産地消

水素ST・FCVの拡大

1-4・2-6・3-3 啓発活動（環境教育、出張授業、出前講座、GHG算定手法の周知、技術革新など）

3-1A・3-1B 森林、藻場などの沿岸域生態系の整備・保全

2-5C 電動アシスト付含む自転車の活用拡大

2-5A 公共交通機関の利用促進

2-1A 省エネ更新、照明のLED化推進

2-1B スマート農業の普及促進

1-1D 耕作放棄地における太陽光の導入推進

1-4B 再エネの導入効果を市民や事業者に広くPR

1-3B 金融機関との連携（融資、事業者とのマッチング等）

1-1B 遊休地の情報収集・オフサイトPPAの試行と拡大の検討

2-3A 排出係数の低い電気の購入

2-4 国民運動「デコ活」の推進

2-1C 省エネのポテンシャルを試算できるツールの導入の推進
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（２） 計画の推進体制 

地域内で取組を展開していくためには、行政が率先的行動を示す必要がありますが、中長

期的観点では、様々な主体が協働し、一体的に推進することが重要です。 

そのために行政は、地域の特性や課題に応じた施策推進のために必要な情報発信や側面支

援を行っていきます。 

 

 

図 ５-3 推進体制のイメージ  

地域懇話会のイメージ
（行政・市民・事業者等、多種多様な地域の関係者同士が
積極的にコミュニケーションをとれる場を目指します。）

地球温暖化対策推進チーム
（環境政策主管課が事務局となり、各部の部長級が参加し構成）

・各分野での施策をリード、支援します。
・地球温暖化対策実行計画の策定や進捗管理します。
・地球温暖化や市内取組に関する情報発信します。

関係地方
自治体

国・県
外部推進
会議

協同・支援
情報発信

協同・支援
情報発信

連携
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（３） 進行管理 

脱炭素関連分野は法改正も頻繁に行われ、技術革新も多く、取組方針などの状況が大きく

変わる可能性もあるため、状況に応じて柔軟に見直しを図っていきます。 

また、本計画の目標年度である 2030（令和 12）年度、その先のカーボンニュートラル達

成目標年度である 2050（令和 32）年度、それぞれの時点で目標達成に向けて、計画推進の

裏付けとなる予算や事業費の確保まで意識した取組を進めていきます。 

 

表 ５-5 計画期間（再掲） 

令和 5年度 

2023年度 

令和 6年度 

2024年度 

令和 7年度 

2025年度 

令和 8年度 

2026年度 

令和 9年度 

2027年度 

令和１０年度 

2028年度 

令和１１年度 

2029年度 

令和１２年度 

2030年度 

    中間見直し   中期目標 

        

 
       

 

 

 

図 ５-4 進行管理のイメージ  

Do

事業実施

連携・協業

情報発信

Check
効果検証

費用対効果の

評価・検証

Acion
費用対効果の改善

事業の計画改善

予算化

Plan

削減目標の設定

事業の計画

三浦市地球温暖化対策実行計画 

（令和５年度～令和 12年度） 
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６. 気候変動の適応について 

（１） 「適応」の概要 

地球温暖化の対策には、その原因物質である温室効果ガス排出量を削減する「緩和」と気

候変化に対して自然生態系や社会・経済システムを調整することにより気候変動の悪影響を

軽減する「適応」があります。 

緩和策とは、温室効果ガスの排出の抑制や、森林等の吸収作用を保全及び強化することで、

地球温暖化の防止を図るための施策です。一方で、適応策とは、地球温暖化がもたらす現在

及び将来の気候変動の影響に対処する施策です。 

 

 

（出典：国立研究開発法人国立環境研究所「気候変動適応情報プラットフォーム」） 

図 ５-5 緩和策と適応策 

 

（２） 適応策の取組 

近年、記録的な高温が続いており、2023（令和 5）年度はこの 100 年で最も暑い夏とも

いわれ、年間の猛暑日日数も急速に増加しています。気温上昇が引き起こす問題のひとつと

して熱中症リスクの増大が挙げられ、気候変動による影響は私たちの身近にある問題です。 

最近では官公庁が熱中症予防サイトや様々な普及啓発資料を作成するなど、熱中症の予防

は我々が取り組むべき重要な適応策の一つであると言えます。  
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（出典：環境省「熱中症予防サイト」） 

図 ５-6 熱中症に関する適応策の例 
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国では、気候変動適応法に基づき、2020（令和 2）年 12 月に、気候変動影響の総合的な

評価についての報告書「気候変動影響評価報告書」を公表しており、神奈川県でも 2016（平

成 28）年 10 月の「神奈川県地球温暖化対策計画」の改定の際に、神奈川県において気候変

動の影響が大きいと考えられる項目を整理しています。 

特に、「農林水産分野」、「自然災害分野」、「健康分野」の３分野を優先的に取り組むとして

おり、本市も県の示す方向性に賛同し、その内容に準拠した取り組みや県への協力を進めて

いくのと同時に、今後は詳細な情報収集や県との情報交換も進め、独自の影響評価も今後検

討していきます。 

 

表 ５-6 県の気候変動適応に向けた施策 

分野 施策 

農林水産分野 農林水産分野に係る気候変動影響調査の実施 

 「磯焼け」による定着性水産生物（海藻や貝類等）の変化への対策 

自然災害分野 適応策検討に向けた調査（潜在的ニーズ調査）の実施 

健康分野 暑熱に係る県民参加型調査の実施 

その他 学校における環境教育の推進 

 気候変動に関する情報収集・発信 

（出典：神奈川県地球温暖化対策計画（2022（令和４）年３月））  
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第６章 【事務事業編】本市公共施設での率先的行動 

１. はじめに 

市は行政機関として様々な事務・事業を行う行政の主体としての役割の他、市内における

大規模な温室効果ガス排出事業者としての性格を併せ持っています。 

そこで、市自らが市内の事業者の一員として、率先して温室効果ガス排出削減に取り組む

ことが重要です。また、市が率先して対策を推進することにより、市民や事業者にも自主的

で積極的な地球温暖化対策への取組を求めていきます。 

 

２. 計画の対象 

（１） 対象とする温室効果ガス 

削減目標として設定する温室効果ガスは、法律により削減対象になっている二酸化炭素

（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン（HFC）、パーフルオ

ロカーボン（PFC）、六ふっ化硫黄（SF6）、三ふっ化窒素（NF3）の 7 種類のうち、市の事務及

び事業から排出される次の 4種類（表 ６-1）を削減対象とします。 

表 ６-1 削減目標として設定する温室効果ガスの種類 

種類 主な発生源 算定の対象 

二酸化炭素（CO2） ・化石燃料の燃焼 ・ガソリン、軽油、灯油、A 重油、LP

ガスの使用量 

・電気使用量 

メタン（CH4） ・公用車の利用 

・廃棄物処理 

・公用車の走行距離 

・終末処理場 ・浄化槽による処理 

一酸化二窒素（N2O） ・公用車の利用 

・廃棄物処理 

・公用車の走行距離 

・終末処理場 ・浄化槽による処理 

ハイドロフルオロカーボン 

（HFC-134a） 

・カーエアコンの冷媒 ・自動車の使用台数 

 

（２） 対象範囲 

本計画の対象範囲は市の全ての事務及び事業とし、指定管理制度導入施設を含む全ての公

共施設・公用車を対象とします。ただし、これらの施設等は、計画の進行管理の中で必要に

応じて見直すものとします。  
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３. 温室効果ガスの排出状況 

事務事業に伴う基準年（2013(平成 25)年）度の温室効果ガス排出量は 9,872t-CO2、2021(令

和 3)年度の温室効果ガス排出量は 8,794t-CO2です。2013(平成 25)年度と比較して 2021(令和

3)年度の温室効果ガス排出量は 1,078t-CO2減少しています。（▲11％） 

エネルギー種別温室効果ガス排出量の割合をみると、電気の使用による排出が約 76％を占

めており、次いで灯油が約 14％を占めています。 

 

 

図 ６-1 事務事業に伴う温室効果ガス排出量の推移 

 

 

図 ６-2 2021（令和 3年）度のエネルギー種別温室効果ガス排出量割合 
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４. 温室効果ガスの排出削減目標 

国は、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置

について定める計画（2021（令和 3）年 10 月 22 日閣議決定）」において、政府の事務及び

事業に伴い直接的及び間接的に排出される温室効果ガスの削減目標を2030年（令和 12年）

度までに基準年度の 2013（平成 25）年度に比べて 50％削減としています。 

これを踏まえて、本計画における温室効果ガスの削減目標は、2030（令和 12）年度まで

に 50%削減を念頭に置き計画設定します。さらに、2050 年度においては、温室効果ガス排

出量実質ゼロを目指します。 

基準年度（2013（平成 25）年度の温室効果ガス排出量は、9,872t-CO2であったことか

ら 2030（令和 12）年度までに 50%削減するためには、基準年度から 4,936t-CO2の削減

が必要となります。 

 

 

 

 

図 ６-3 温室効果ガス排出量削減目標の達成イメージ 

  

9,872
t-CO2

8,795
t-CO2

4,936
t-CO2

2013 2021 2030 2050

排出量
実質ゼロ

50％削減

2030（令和 12）年度 

目標 

温室効果ガスを約 4,936t-CO2削減 

基準年度（2013（平成 25）年度比で 50％削減 

2050（令和 32）年度 

目標 
温室効果ガス排出量 実質ゼロ 

 



 

 

55 

 

 

 

５. 温室効果ガス排出削減に向けた取組 

（１） 取組の体系 

庁内に地球温暖化対策推進チームを設置し、市が行う削減目標達成に向けた取組を、以下

の体系で実施します。区域施策編との相乗効果の最大化を図るため、関連する施策も併記し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６-4 削減目標達成に向けた取組  

庁舎・施設管理等での取組 

職員共通の取組（省エネ行動） 

地球温暖化対策推進チームの取組 

≪ 重点推進項目 ≫ 

＊公共施設への太陽光発電設備の導入            ＜施策 1-1A＞ 

＊デジタル技術の活用による省エネルギー対策の実施   ＜施策 2-4A＞ 

＊環境配慮型公共施設の整備推進               ＜施策 2-1A＞ 

＊公用車の低炭素化                        ＜施策 2-6D＞ 

 

 1）施設内設備の適正な保守・管理        ＜施策 2-2C＞ 

 2）施設内設備の適正な運用            ＜施策 2-4A＞ 

 3）環境負荷の少ない電力の導入         ＜施策 2-3A＞ 

 4）環境負荷の少ない公用車の利用と導入   ＜施策 2-6D＞ 

 5）公共施設の LED化及び再エネ設備の導入 ＜施策 1-1A＞＜施策 2-1A＞ 

 6）需用電力の最適化   

 

 1）電気・燃料等の使用量削減            ＜施策 2-4A＞ 

 2）公用車の使用にかかる燃料消費量削減   ＜施策 2-4A＞ 

 3）廃棄物の発生量を削減              ＜施策 2-4A＞ 

 4）物品購入時の配慮                 ＜施策 2-4A＞ 

 

 1）職員等の意識啓発活動の推進          ＜施策 2-5＞ 

 2）取組状況の見える化の推進           ＜施策 2-2＞ 

 3）活動実績のとりまとめと公表          ＜施策 2-2＞ 
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（２） 重点推進項目 

2030（令和 12）年度の温室効果ガスの排出削減目標を達成するため、以下を市が特に重

きを置いて取組む重点推進項目として設定します。 

 

① 公共施設への太陽光発電設備の導入 

・国が示した地域脱炭素ロードマップ（2021（令和 3）年６月 国・地方脱炭素実現会議

決定）に基づき、2030（令和 12）年度には公共施設のうち設置可能な建築物の約 50％

以上に太陽光発電設備を設置することを目指します。 

・今後新しく建設する公共施設は、設計時から積極的に太陽光発電設備の導入を検討しま

す。 

 

② デジタル技術の活用による省エネルギー対策の実施 

・ペーパーレス化や業務効率、サービス向上にも寄与するデジタル化、オンライン化など、

デジタルトランスフォーメーション（DX）を推進します。 

 

③ 環境配慮型公共施設の整備推進 

・ 公共施設における LED 照明の導入割合を、2030(令和 12)年度までに限りなく 100%

に近づけることを目指します。 

・空調設備や給湯設備などを定期的に更新することで、設備の省エネルギー化を推進しま

す。 

 

④ 公用車の低炭素化 

・車両選定の際は、環境性能を最も重視しながら、車両性能、インフラ整備状況、費用面を

考慮して、使用用途に合った車両を導入します。 
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（３） 庁舎・施設管理等での取組 

庁舎や施設において、蓄電機能を備えた再生可能エネルギー発電設備や温室効果ガス排出

量の少ない設備機器を積極的に導入し、ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）化を図っ

ていく必要があります。さらに、設備機器の運用改善、運転制御、適正保守等の工夫でも成

果を得ることができます。そこで、本市では、以下の取組を推進します。 

 

① 施設の保守・管理に関する取組 

ア 施設内設備の適正な保守・管理 

・空調設備の適切な保守及び点検を実施します。 

・定期的に空調設備のフィルター等の清掃を実施します。 

・熱源機の適正な保守及び点検を実施します。 

 

② 施設の設備機器の運用改善に関する取組 

ア 施設内設備の適正な運用 

・空調設備、熱源機の適正運転を行います。 

・空調設備、熱源機の起動時刻の適正化を図ります。 

・冷暖房の混合使用によるエネルギー損失を防止します。 

・給湯機器の適正運転を行います。 

 

③ 庁舎等の設備・機器の導入、更新に関する取組 

ア 環境負荷の少ない電力の導入 

・CO2排出係数の低い電気事業者からの電力購入を検討します。 

・最新技術を取り入れ、再生可能エネルギー設備の最大限の導入を検討します。 

イ 環境負荷の少ない公用車の利用と導入 

・EV 車等の低炭素自動車を計画的に導入していきます。 

・公用車の使用実態を把握し、台数の見直しを検討します。 

ウ 公共施設の LED化及び再エネ設備の導入 

・公共施設の LED 化率 100％を目指します。 

・公共施設に省エネタイプの空調機器の導入を推進します。 

・断熱性の高い窓ガラスの導入を推進します。 

エ 需用電力の適正化 

・省エネチューニング（注 1）などの導入を検討し、需用電力の管理を行います。 

 

 

 

 (注1)【省エネチューニング】現実の〝建物の使われ方の変化にあわせた調整″によって建物の省エネルギーを

推進すること。（ECCJ省エネルギーセンター） 
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コラム 省エネ行動と省エネ効果 

身の回りでできる、効果的な省エネ・節電の方法を具体的に紹介いたします。 

 

（出典：経済産業省「省エネポータルサイト」 

Microsoft HP「賢く使えば、こんなに節電できる！Windows PC の節電方法」） 

図 ６-5 省エネ行動と省エネ効果 
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（４） 職員共通の取組（省エネ行動） 

温室効果ガス排出量の削減には、職員一人一人の環境配慮意識の向上が重要です。そのた

め、職員は日常的な意識啓発に努め、意識の向上から省エネ行動等の実践に向けた取組を常

に意識し、実践していきます。 

 

① 日常業務に関する取組 

ア 電気・燃料等の使用量削減 

・空調設備の温度適正化を徹底します。（冷房時室温 28℃、暖房時室温 20℃） 

・会議室等は使用時のみ空調設備を利用します。 

・空調効率を高めるため、ブラインド等を活用します。 

・空気を循環させるため、サーキュレーター等を活用します。 

・昼休みは原則として、すべての照明を消灯します。 

・不要な照明の消灯を徹底します。 

・会議室や倉庫等の照明は使用時のみ点灯します。 

・日中は天候や日照等を考慮し、照明器具の間引き運転を行います。 

・事務の効率化に努め、時間外勤務による電力消費を削減します。 

・パソコン、コピー機などの OA 機器は、省エネモードを活用します。 

・退庁時には、OA 機器等の主電源 OFF、消灯を徹底します。 

・エレベーターの利用は控えます。 

・クールビズ、ウォームビズ及びシンプルスタイル（通年の軽装による勤務)を励行します。 

イ 公用車の使用にかかる燃料消費量削減 

・業務に支障がない範囲で公用車の使用を控えます。 

・近距離の移動では公用車の利用を控えます。 

・公用車のエコドライブを実践します。 

 

② その他の温室効果ガスの削減に資する取り組み 

ア 廃棄物の発生量を削減 

・必要のある書類のみプリントアウトします。 

・用紙類、廃棄文書などの再資源化を図ります。 

・廃棄物は分別を徹底し、リサイクルを推進します。 

・ファイリングフォルダーの再利用を図ります。 

・会議資料等の文書や資料の簡素化に努め、印刷部数を最小限に抑制します。 

・電子文書を活用し、ペーパーレス化を図ります。 

イ 物品購入時の配慮 

・グリーン購入、グリーン契約を推進します。 

 

③ その他  

・外部に委託する事業や車両使用についても、省エネ行動を要請します。 

・通勤における（電動アシスト付を含む）自転車の活用を推進します。 
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（５） 地球温暖化対策推進チームの取組 

地球温暖化対策推進チームは、関係各所の推進実態を把握しながら、温室効果ガス排出量

の削減に資する次の取組を実践していきます。 

 

① 職員等の意識啓発活動の推進 

温室効果ガス削減の推進を定着させるには、継続的な意識啓発が欠かせません。地球温暖

化対策推進チームでは、様々な手段を活用し、職員等への意識啓発活動を推進します。 

 

② 取組状況の見える化の推進 

職員等が取組を経常的に実践していくには、現状を知り、自らの取組により得られた効果

を実感し、目標を設定することが重要です。地球温暖化対策推進チームでは、日常における

エネルギー使用状況を開示し、成果の見える化（注 1）を通じて、職員等の取組意欲の維持・向

上を図ります。 

 

③ 活動実績のとりまとめと公表 

地球温暖化対策推進チームは各施設等でのエネルギー使用量やその他の取組結果等をとり

まとめ、職員等へ周知を行います。 

併せて、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、措置及び施策の実施状況について、

市民に分かりやすい形で公表します。 

 

④ 財政負担軽減のための情報収集・共有 

市の財政負担をできる限り軽減するため、活用可能な補助金・地方債の情報を定期的に収

集・全庁への共有を行います。地球温暖化対策推進チームから各課に対して情報収集を要望、

あがってきた内容を取りまとめ、全庁へ共有するといったスキームを構築し、市全体として

取組む意識醸成も図ります。 

 

⑤ 脱炭素・カーボンニュートラルの技術動向の情報収集・共有 

日進月歩で進んでいる技術動向について情報収集を行い、全庁へ共有を行います。特に太

陽光発電・風力発電・ブルーカーボンに関する情報に着目し、本市の取組に反映していきま

す。 
 

表 ６-2 地球温暖化対策推進チーム 

チーム長 副市長 

メンバー 各部部長級 

事務局 環境政策主管課 

 

(注1)【見える化】状況や問題点などを、普段から見えるようにしておくことで、事業を行っていく上で生じる

様々な問題を気づきやすい状態にすること。「見える」→「気づき」→「思考・対話」→「行動」→「見

える」→の一連のサイクルによって業務の改善を図る。  
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（６） ロードマップ 

温室効果ガス削減目標を達成するため、ロードマップを作成しました。 

 

図 ６-6 ロードマップ 
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職員の日常業務における省エネ行動の恒常化職員の日常業務における省エネ行動の推進

職員への意識啓発活動

定期的な庁内勉強会の開催
庁内
勉強会

取組状況の見える化の推進、活動実績の取りまとめと公表

エネルギー使用状況の開示現状把握

南下浦中
LED化
（体育館）
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６. 計画の推進 

（１） 計画の推進体制 

本計画は、地球温暖化対策推進チームが進捗管理を行います。計画の実効性を高めるため、

各所属（課等）に 1 名の環境推進責任者（課長級）を配置し、環境推進責任者を中心に計画

の推進を図ります。 

 

 

図 ６-7 計画の推進体制  

三浦市長

地球温暖化対策推進チーム

もてなし
政策部門

生活支援
政策部門

都市政策
部門

一体感
政策部門

経営管理
部門

環境推進
責任者
（各課長等）

↓
各職員

環境推進
責任者
（各課長等）

↓
各職員

環境推進
責任者
（各課長等）

↓
各職員

環境推進
責任者
（各課長等）

↓
各職員

環境推進
責任者
（各課長等）

↓
各職員

【管理・推進部門】

【実行部門】

各所属及び職員は、環境推進責任者のもと、取り組み項目に従って計画を推進

協議・提案 承認

進捗の報告
補助金・交付金情報の連絡

指示
補助金・交付金情報の共有

副市長（リーダー）

各部 部長級
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① 各所属での推進 

エネルギー使用量の状況や取組達成状況を的確に把握することは、目標実現のために最も

重要な事項です。そこで、環境推進責任者は、所属における計画の推進に努め、職員共通の

取組の実施状況や、所管の設備機器の利用状況を把握し、その実施状況を点検・評価します。 

毎年度、環境推進責任者は、所属における計画の推進に対して目標を設定し、実施進捗の

中間報告、実施結果の点検・評価を行い、地球温暖化対策推進チームへ報告します。 
 

② 進捗管理と見える化の推進 

地球温暖化対策推進チームは、各所属の環境推進責任者に対して定期的に調査・報告を求

め、各所属の取組状況や各施設のエネルギー等の使用量などをとりまとめます。 

また、地球温暖化対策推進チームは、とりまとめた各所属の取組状況を基に、事務事業に

おける温室効果ガスの排出量や目標の達成状況等の結果を公表し、職員の取組意欲の維持・

向上を図ります。 

温室効果ガス排出量や目標達成状況、取組の状況等については、毎年度、地球温暖化対策

推進チームが本市ホームページ等を通じて公表します。 
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７. 計画の点検及び公表 

点検・評価は、下図のとおり計画（ＰＬＡＮ）➢実行（ＤＯ）➢点検・評価（ＣＨＥＣＫ）

➢見直し（ＡＣＴＩＯＮ）のＰＤＣＡサイクル（注 1）に基づき実施します。 

 

 

図 ６-8 点検・評価の仕組み図 

 

 

 

 

 

 

(注1)【PDCAサイクル】事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進めるマネジメントのこ

とをいう。Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（見直し）の4段階を繰り返すことによ

って、業務を継続的に改善する。  

計画

（PLAN）

温室効果ガス削減目標実現のための計画、
取り組み内容の策定

実 行

（DO）

温室効果ガス削減目標実現のための日常
的な取り組みの実践

点検・評価

（CHECK）

温室効果ガス削減に向けた取り組み状況
のチェック、計画の進捗管理・評価

見直し

（ACTION）

計画の進行結果の公表と、更なる取り組
み推進のための見直し
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第７章 資料編 

１. 温室効果ガスの将来推計の方法 

（１） 将来推計の考え方 

今後、追加的な対策を見込まない場合の温室効果ガス排出量を、計画期間である 2030（令

和 12）年度まで推計します。推計対象は、エネルギー起源の二酸化炭素及び非エネルギー起

源の二酸化炭素とします。 

 

① エネルギー起源二酸化炭素排出量の推計手法 

本市の温室効果ガス排出量の大部分を占める二酸化炭素排出量については、「要因分解法」

を用いて推計しました。当該手法では、エネルギー消費原単位や炭素集約度（エネルギー消

費あたりの CO2排出量）は現状が維持されるものとし、社会経済の変化に伴う人口や製造品

出荷額といった活動量のみが変化するものと仮定しました。 

活動量の将来推計にあたり、表 ７-1 に示す活動量を採用しました。 

 

表 ７-1 部門別の活動量の設定 

項目 活動量 
採用値 

推計方法 出典 現況(実績) 
2019年 

推計 
2030年 

推計 
2050年 

産
業 

製造業 
製造品出
荷額 

213億円 180億円 99億円 

過去の実績値に

基づき、その変化

率が将来にわた

って続くことを

前提に推計。 

（過去の実績値

から近似曲線を

引き、その傾向を

加味する推計方

法） 

資源エネルギー

庁 

「都道府県別エ

ネルギー消費統

計」、 

 

環境省 

「自治体排出量

カルテ」 

非製造業 
非製造業
従業者数 

938人 653人 305人 

業務その他 
業務部門
従業者数 

13,023人 9,799人 4,855人 

家庭 総人口 43,036人 34,448人 20,424人 

運
輸 

自動車(旅
客) 

自動車保
有台数(旅
客) 

20,342台 16,586台 10,099台 

自動車(貨
物) 

自動車保
有台数(貨
物) 

6,950台 5,586台 3,383台 

鉄道 総人口 43,036人 34,448台 20,424人 

廃棄物 総人口 43,036人 34,448人 20,424人 
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② 非エネルギー起源温室効果ガス排出量の推計手法 

廃棄物焼却に伴う CO2 排出量は、総人口を「活動量」とし、「人口一人あたり廃棄物焼却

量」を原単位とし、これに排出係数を乗じて予測することとしました。 

 

非エネルギー起源温室効果ガス排出量＝総人口×人口一人あたり廃棄物焼却量×排出係数 

 

なお、現状すう勢の将来推計では、原単位とした人口一人あたり廃棄物焼却量及び排出係

数は現状年度（2019(令和元)年度）の値と変わらないものとしました。 

 

２. エネルギー消費量将来推計の方法 

（１） 将来推計の手法 

エネルギー消費量は下記により予測することとしています。 

現状すう勢の将来推計では、人口や経済などの将来の「活動量」の変化のみを想定し、「エ

ネルギー消費原単位」は現状年度（2019(令和元)年度）の値が変わらないものとしました。 

 

  

エネルギー消費量 将来の活動量 エネルギー消費原単＝ × 

エネルギー消費量 

活動量 

2019 年（令和元）度の 

部門別エネルギー 

消費原単位 

 

将来の 

社会経済の変化を 

勘案した活動量 
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３. 森林吸収源における二酸化炭素吸収量の推計 

森林吸収量は、環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル 算定

手法編」が示す「森林全体の炭素蓄積変化を推計する手法」に従い、3 つの時点で森林炭素蓄

積の比較を行い、その差分を CO2 に換算して吸収量を推計しました（表 ７-2 表 ７-1）。ま

た、森林炭素蓄積量を求めるための材積量は「神奈川県地域森林計画書」が示す本市内の樹

種別蓄積量を用いました（表 ７-3）。 

 

表 ７-2 吸収・排出量を推計する際の各種係数 

 

 

表 ７-3 本市内の樹種別蓄積量 
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表 ７-4 炭素蓄積量の算出式 

 

 

 

表 ７-5 森林吸収量の算出式 
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４. 計画策定の経過 

（本年度の策定までの経過を踏まえて作成します。） 

 

表 ７-6 計画策定の経過 

 

 

５. パブリックコメントの結果 

（パブリックコメントで寄せられた質問と市からの回答） 

 

６. 用語集 

（最後に本文中での難解な用語や専門用語を辞書的に取りまとめます。） 

 

会議名 開催日 内容 

第１回 三浦市地球温暖化対策実行計画 

事務事業編策定懇話会 

2023（令和 5）年 

10 月 19 日 

・三浦市地球温暖化対策実行計画

の策定の流れ 

第１回 三浦市地球温暖化対策実行計画 

区域施策編策定懇話会 

2023（令和 5）年 

10 月 19 日 

・三浦市地球温暖化対策実行計画

の策定の流れ 

第 2 回 三浦市地球温暖化対策実行計画 

事務事業編策定懇話会 

2023（令和 5）年 

12 月 1 日 

・第１回事務事業編策定懇話会で

の指摘事項 

・素案に対する要点と論点 

第 2 回 三浦市地球温暖化対策実行計画 

区域施策編策定懇話会 

2023（令和 5）年 

10 月 19 日 

・第１回区域施策編策定懇話会で

の指摘事項 

・素案に対する要点と論点 

パブリックコメント 
2023（令和６）年●

月●日 

 

第３回 三浦市地球温暖化対策実行計画 

事務事業編策定懇話会 

2023（令和６）年●

月●日 

・●● 

第３回 三浦市地球温暖化対策実行計画 

区域施策編策定懇話会 

2023（令和６）年●

月●日 

・●● 


